
一
頁

○
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
七
号

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
及
び

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二

十
九
年
法
務
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十

四
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
二
項
、
第
四
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
九
条

並
び
に
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
）
第
二
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
業

能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
及
び
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
の
指
定
に
関
す
る

省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
及
び
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
の
指

定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）



二
頁

第
一
条

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
一
条
第
一
項
中
「
、
基
礎
一
級
又
は
基
礎
二
級
」
を
「
又
は
基
礎
級
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
基
礎
二
級
」
を
「
基
礎
級
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同

条
第
七
号
を
同
条
第
六
号
と
す
る
。

第
六
十
二
条
の
三
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
基
礎
二
級
」
を
「
基
礎
級
」
に
、
「
別
表
第
十
三
の
四
」
を
「
別

表
第
十
三
の
三
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
別
表
第
十
三
の
五
」
を
「
別
表
第
十
三
の
四
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
す
る
。

第
六
十
四
条
の
五
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
基
礎
一
級
及
び
基
礎
二
級
」
を
「
基
礎
級
」
に
改
め

る
。第

六
十
五
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
の
表
以
外
の
部
分
中
「
基
礎
二
級
」
を
「
基
礎
級
」
に
改
め
、
同
項
の
表
上

欄
中
「
、
基
礎
一
級
又
は
基
礎
二
級
」
を
「
又
は
基
礎
級
」
に
、
「
と
こ
ろ
に
よ
り
基
礎
二
級
」
を
「
と
こ
ろ
に
よ
り
基
礎

級
」
に
改
め
、
同
表
下
欄
中
「
基
礎
二
級
」
を
「
基
礎
級
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第

六
項
と
す
る
。



三
頁

第
六
十
七
条
及
び
第
六
十
八
条
第
二
項
中
「
、
基
礎
一
級
及
び
基
礎
二
級
」
を
「
及
び
基
礎
級
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
一
の
四
中
「
、
基
礎
一
級
及
び
基
礎
二
級
」
を
「
及
び
基
礎
級
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
三
の
三
を
削
り
、
別
表
第
十
三
の
四
中
「
基
礎
二
級
」
を
「
基
礎
級
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
十
三
の
三
と

し
、
別
表
第
十
三
の
五
を
別
表
第
十
三
の
四
と
す
る
。

（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
の
指
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
の
指
定
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
厚

生
労
働
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
機
械
保
全
の
項
試
験
業
務
の
範
囲
の
欄
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
中
「
基
礎
二
級
」
を
「
基
礎
級
」
に
改
め
、
同
号

を
同
欄
第
五
号
と
す
る
。

表
ビ
ル
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
項
試
験
業
務
の
範
囲
の
欄
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
中
「
基
礎
二
級
」
を
「
基
礎
級
」
に
改

め
、
同
号
を
同
欄
第
四
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


